
原産地に関する相談は、ＮＡＣＣＳも利⽤できます。

● NACCSを⽤いることにより、
情報セキュリティが強化されます。

NACCS

E‐mail

WEB

窓⼝

【⼊⼒事項】
〇業務コード ：ＭSB
〇宛先税関官署：【本関】５Ａ 【部⾨】６６
〇件名、通信欄：原産地部⾨宛、相談内容、⽒名及び連絡先等記載

原産地部⾨

書類送信
・共有

書類持参

書類送信

2025年7⽉

T E L: ０５２（６５４）４２０５
MAIL: nagoya-gyomu-gensanchi@customs.go.jp 

名古屋税関業務部⾸席原産地調査官




